
 

船橋市環境保全条例 
 

第101条 建設工事として行われる作業のうち、公共用水域に汚水又は廃液を排出する作

業を行おうとする者は、その作業の実施に伴い発生する汚水又は廃液による公共用水域

の水質の汚濁の防止を図るために必要な措置を講じなければならない。 
 

第105条 事業者は、他の法令及びこの条例の規定による規制を受ける場合のほか、地下

水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、周辺の地盤及び地下水位に影響がないように

必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

 


